
　

③求職活動支援機関等利用証明書兼申告書に、求職登録が
有効であることと、6～8月の間に求職活動を2つ以上行った証明を
もらったうえで添付してください。

関係書類確認シート
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紹介所等で求職中

いいえ

は　い

障害の場合

手
当
減
額

は　い
期限までにこども支援課へお越
しください。

 関係書類は不要です（現況届時に窓口でその旨を申し出てくださ
い）。ただし、原則としてハローワーク等での求職登録が有効であるこ
とと、6～8月の間に求職活動を2つ以上行ったことの確認は行いま

　雇用されている方は、健康保険証（写し、国民健康保険は除く）、6～8月の間で1カ月分の給与支払明細書（写し）、①雇用証明書のいずれかを添付ください。
　自営業の方は、②自営業従事申告書を添付ください。

　身体障害者手帳１・２・３級のいずれか（写し）、療育手帳Ａ判定（写し）、精神障害者手帳１・２級いずれか（写し）
　を添付ください。
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概ね１か月以上の入院や自宅での安静が要件になります（通院治療は対象外です）。
関係書類については、お問い合わせください。

※下記の関係書類については、今年度6月から8月末日までの間のいずれかの時点におけるご自身の状況が明らかとなるものを添付してください。
　 ①～④の番号が付いた書類は、同封している「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書関係書類（横長・両面印刷のもの）」を利用してください。

現況届時に「児童扶養手当一部支給停止適用除
外事由届出書」及び関係書類の提出は不要です。

現況届時に「児童扶養手当一部支給停止適用除
外事由届出書」及び関係書類の提出は不要です。

関係書類については、お問い合わせください。

いいえ

④採用選考証明書を添付ください。

在学証明書を添付ください。
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今後、市での就労支援を受ける
意思がありますか


